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諮問庁：厚生労働大臣  

諮問日：平成２７年７月１６日（平成２７年（行個）諮問第１２１号） 

答申日：平成３０年１月２２日（平成２９年度（行個）答申第１７７号） 

事件名：本人に対する再審査請求棄却決定に関する文書の一部開示決定に関す

る件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「異議申立人に対する平成２２年特定月日付け労働保険審査会による労

災再審査請求棄却決定に関する全ての書類。」に記録された保有個人情報

（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不開示と

した決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，不開

示とすることが妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，

厚生労働大臣（以下「厚生労働大臣」，「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が，平成２７年２月２４日付け厚生労働省発基０２２４第１号によ

り行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，不開示とさ

れた部分の開示を求めるというものである。 

２ 異議申立ての理由 

  異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書及び意見書の記

載によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）異議申立書 

諮問庁は種々の理由を付して不開示としていますが，本件においては，

労基署の調査官が，会社役員に私の意見書のコピーを提供し，また，会

社関係者に私が提出した意見書や証拠を閲覧させております。 

私の（保護されるべき）個人情報を会社役員や関係者に開示しておき

ながら，一方で私に対しては「企業情報の保護」，「聴取対象者の個人

情報保護」等を理由に秘匿する諮問庁のやり方は，行政庁が取るべき公

平性に著しく反しています。 

労災の審査機関において，このような偏向した開示姿勢が維持される

ならば，労働者が不服申請しようとしても，却下された理由や，却下に

際して採用された証拠，関係者の証言等を知りようがなく，十分な主

張・立証，不支給決定に対する反論を展開することは不可能です。 
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不服申請の相手である労基署側が全ての証拠を保有しているにも関わ

らず，片や，不服申請する労働者には黒塗りにされている現在の状況は

不公平この上なく，労働者の不服申請する権利が著しく損なわれている

と言って過言ではありません。 

したがって，少なくとも，調査官の判断の基となった資料，労基署長

に報告された復命書ならびに復命書に記載・もしくは添付された資料は

全て開示されるべきです（情報公開・個人情報保護審査会の平成２０年

８月７日付け答申書（平成２０年度（行個）答申第９５号）参照）。 

以下，号証名に沿って具体的に記しますので開示されるよう求めます。

また不開示もしくは印刷省略の理由について説明するよう求めます。 

  ア 枚数が不足する号証について，開示を求める（添付の表１参照。添

付省略。） 

＜理由＞ 

添付の表１に記した号証について，開示された枚数が原処分時・審

査請求時・再審査請求時の各々で異なっている。各審査の段階で枚

数が異なるのでは，どの段階の枚数が正しいのか判断が付かない。

また，真の枚数は隠蔽され，いずれの段階においても何らかの意図

的調整が行われているという疑念を捨てきれない。 

原処分時の調査において収集された原本は一つであり，各審査の段

階で枚数が異なるということは本来あり得ない。仮にあるとすれば，

それは特定の頁が意図的に抜き取られた結果以外にあり得ない。し

たがって，以下の措置を求める。 

① 添付表１の各号証について，保有している全枚数を開示すること。 

② 保有していない等の理由で開示できない場合は，その理由につ

いて調査の上説明すること。 

③ 調査をした結果，最終的に各審査段階において枚数が異なる事

態が生じた場合，その理由について説明すること。 

イ 復命書，復命書に記載もしくは添付された全ての資料の開示を求め

る 

（乙１４，１６，１７，１８，１９，２３，２４，２６，２７，３

２，３３，６２，６３，６４，６５，６７，６８，７６号証：添付

の表２参照。添付省略。以下同じ。） 

＜理由＞ 

労災認定調査官は，事業場等の実地調査を行った場合，必ず復命書

を作成し，収集した資料を添付しなければならないことになってい

る。復命書に記載もしくは添付された資料は，調査の実績を示すも

ので復命書と一体のものである。また，労基署長は復命書ならびに

復命書に添付された資料に基づいて，業務上外を判断・決定する。 
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したがって，労働者が労基署長の決定に不服の場合，不服申立をす

るためには，労基署長の判断・決定の基となった復命書ならびに添

付資料を知らなければ主張・立証や，不支給決定に対する反論のし

ようがない。 

したがって，添付表２の内，復命書に記載もしくは添付された各号

証については，全て開示するよう求める。 

ウ 乙５９，６７，６８号証の開示を求める（添付の表２参照） 

① 乙５９号証：「ａさんが腰痛休業後に私１人で行った業務の帳

票」と題する文書 

＜理由＞ 

人物名が黒塗りにされているため，誰の筆跡がないのか不明であ

る。本件では休業したａの替わりにｂが採用されて私の業務を補助 

した事実があるか否かが最大の争点で，あったが，調査官は「ａの

後任としてｂを特定年月ａａに採用している（乙１０：事業場実地

調査復命書（１）の３枚目）」 と判断した。 

そして，「各資料に●●氏の筆跡はない」と調査官がメモ書きし

た同証は，復命書に添付も記載もされず，いずれかに隠蔽された。

また再審査請求時の事件プリントにも「印刷省略」とされ，編綴さ

れなかった。 

同証の●●部分が誰であるのかは，●●氏が実際に就労したか否

かを示す重要証拠であり，異議申立人（私）が業務量を立証するた

めに欠かせない資料である。不開示決定は，労働者が労災申請する

権利，不服申請する権利を損なうものである。 

② 乙６７号証：会員登録受付簿及び追加注文受付簿，解約受付簿 

＜理由＞ 

同証は，当時異議申立人とａが業務で作成した資料であり，業務

の実態を示すものである。また，調査官はこの資料を基にｂの就労

を認定し，本件疾病を業務外と判断したことが明らかになっている

（乙９：調査結果復命書５枚目）。しかし，黒塗りにされているた

め異議申立人の業務の実態や，ｂの筆跡等を判別のしようがない。

黒塗り措置は異議申立人の労災申請をする権利，不服申請する権利

を損なっている。 

③ 乙６８号証：特定事業所ｘのファクシミリ 

＜理由＞ 

当時異議申立人が業務で受け取ったファクシミリである。黒塗り

部分は，異議申立人が行った業務を特定事業場ｘの担当者に送信し

た内容が記されており，異議申立人の業務の実態を示すものである。

しかし，黒塗りにされているため業務の実態を判別しようがない。
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黒塗りは異議申立人の労災申請をする権利，不服申請する権利を損

なっている。 

④ 乙６７，６８号証について 

他の全ての資料について，作成年月日もしくは受付年月日が事件

プリントの目次に記載されているにもかかわらず，上記２点には記

載がない。 

上記２点について，作成年月日もしくは受付年月日を明らかにし，

事件プリントに記載しなかった理由を明示するよう求める。日付や

入手経路の定かでない資料は証拠足り得ないからである。 

エ 特定年月日ｂｂの実地調査復命書の開示を求める 

＜理由＞ 

同日に事業場である特定事業場ｙの実地調査が行われたことは，調

査結果復命書（乙９号証）２枚目の記載から明らかである。 

調査官が実地調査を行ったときは，必ず復命書を作成することが義

務付けられており，復命書が存在しないはずはない。 

したがって，同日の復命書とそこに添付された資料の開示を求める。 

「保有していない」等の理由により開示しない場合は，「保有して

いない」理由について説明するよう求める。 

オ 特定労働組合の意見書の開示を求める 

＜理由＞ 

本件再審査において，代理人である特定労働組合・ｃは特定年月日

付ｃｃけで意見書を提出した。しかし，同意見書が開示されていな

いため開示を求める。 

カ 事件プリントの「印刷省略」部分について 

事件プリントの目次において「印刷省略」とされている号証につい

て，また，実際には「印刷省略」されているにも関わらず，目次に

「印刷省略」と記されていない号証について，以下を求める。 

① 事件プリントの目次に「印刷省略」と記した号証について，各

号証毎に，印刷省略とした理由を明らかにするよう求める。 

② 調査結果復命書（乙９号証），事業場実地調査復命書（１） 

（乙１０号証），事業場実地調査復命書（２)（乙２５号証）につ

いては，実際には印刷省略したにも関わらず，目次に「印刷省略」 

と記されていない。したがって，全頁を開示した上で，「印刷省

略」と記さなかった理由について説明を求める。 

＜理由＞ 

事件プリントには，「印刷省略」と記された号証が多数存在する。

印刷省略の理由について，目次には，「本件審査に直接関係ないと

思われる資料，同一のものが重複して提出された資料等については，
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印刷を省略した。」旨が記されている。しかし，「重複して提出さ

れた資料」は見当たらない。 

また，出動簿（乙１４号証）・自己意見書添付資料・特定事業場

ｙだより，キャンペーン他（乙３７号証）・在庫帳簿について（乙

４３号証）・「ａさんが腰痛休業後に私１人で，行った業務の帳

票」と題する文書（乙５９号証）・診療報酬明細書の交付依頼につ

いての回答写（乙７６号証）等のように，本件審査の判断に影響を

及ぼした重要資料が多数印刷省略にされている。したがって，印刷

省略の理由に該当せず，不当である。 

また，理由がないにも関わらず印刷省略としたことは，各審査委

員に対して不支給結果を追認するよう導く意図があったとの疑念を

抱かざるを得ない。したがって，上記２点について説明を求める。 

キ 乙７８号証の「３の（３）証拠の項目」の６枚目～１１枚目につい

て 

今回初めて開示した理由を説明するよう求める。 

＜理由＞ 

同証は事件プリントに編綴されていない。「印刷省略」とも記され

ていない。また，平成２６年特定月日付け特定番号においても開示

されておらず，今日までその存在すら知らなかったものである。 

何ゆえ今日まで開示されなかったのか，理由を説明されたい。 

（２）意見書 

  はじめに 

諮問庁は，なおも諸々の理由を付けて不開示としていますが，理由に

ならない理由，もしくは自己矛盾をきたしているものがあります。また

私の異議申立書に対して何ら回答しないと言う不誠実な態度を取ってい

る項目があります。以下諮問庁の理由説明書に対して具体的に反論しま

す。 

なお，当方は諮問庁が開示した際に示した号証番号に従い，乙１，乙

２の如く資料番号を付しましたが（資料１），諮問庁は，当方が異議申

立をしていない甲号証までを含めた連番を付して回答しております。そ

のため同一の資料に対して，当方が提出した異議申立書の資料番号と，

諮問庁が提出した理由説明書の資料番号が異なっており，突き合わせの

労が生じております。当方は諮問庁の作成したものに従って号証番号を

付しているのですから，その番号に沿って理由説明を行うべきで，新た

な資料番号を付すのはいたずらに混乱を招くものです。 

付言致しますと，私は出向先のｄ特定役職から「あなたとａさんが労 

災申請するなら受けて立つ」と怒鳴られ，協力を拒否されたため，労災

申請書（資料２）に「事業主証明拒否」と記して事業主証明印がないま
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ま特定労基署に提出しました。その際，会社側が労災認定を阻止しよう

としていることから，申請書と意見書は会社側には見せないよう依頼し

ました。 

しかし，特定労基署ｅ調査官は実地調査に行った際に，労災申請書に

私の許可無く事業主証明印を押させ（資料２），別紙労災発生状況意見

書（資料３）と共にコピーを事業主に手交しました。同コピーは，事業

主を通じて第三者である出向元特定事業場ｚに渡されました（資料１０

の第６）。 

また，ｅ調査官は私が提出した自己意見書や資料などを私に許可無く

５名の聴取人全員にくまなく閲覧させ，反論を聞き取る形で聴取を行い

ました。そのため，閲覧させたそれらの上部余白には各聴取人とｅ調査

官の割印があります。（資料４：ａ聴取書。資料５：ｄ聴取書。資料

６：ｆ聴取書。資料７：ｂ聴取書。資料８：ｇ聴取書） 

本件は，このような経過で労災申請が業務外とされ，その後再審査請

求した際の労働保険審査会における資料の開示を求めたものです。 

ア 異議申立書に対し，何ら回答をしていない項目について 

異議申立書の以下の項目について諮問庁は何も回答していません。

法は，「行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ，個人の権利利益を

保護すること」を目的としています（１条）。 

そのため，法は行政機関に対して，保有する個人情報を必要最小限

のものに止める等（３条）種々の規制を課しています。また行政機

関に対し，「当該行政機関が保有する保有個人情報の特定に資する

情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適

切な措置を講ずる」ことを義務付けています（４７条） 。 

この様な法主旨からすれば，諮問庁は異議申立書に記載された， 

申立人の疑問に対して誠実に答える義務があるはずです。したがっ

て，以下の未回答項目について早急に回答するよう求めます。 

（ア）枚数が不足する号証について，開示を求めた件（異議申立書添付

の表１)＝異議申立書の１頁参照 

異議申立書添付の表１の各号証は，開示された枚数が原処分時・

審査請求時・再審査請求時の各々で異なっている。原本は一つであ

り，各審査段階で枚数が異なるということはあり得ない。仮にある

とすれば，それは特定の頁が意図的に抜き取られた可能性が高い。

したがって，不足する枚数を全て開示するか，保有していない場合

はその理由について説明を求める。 

（イ）乙６７，６８号証の日付について説明を求めた件＝異議申立書 

の３頁 

他の全ての資料について，作成年月日もしくは受付年月日が事件



 

 7 

プリント目次に記載されているにもかかわらず，上記２点には記載

がない（資料１の目４）。作成年月日もしくは受付年月日を明らか

にするとともに，事件プリントに記載しなかった理由を明示するよ

う求める。 

（ウ）特定年月日ｂｂの実地調査復命書の件＝異議申立書の３頁 

実地調査を行ったときは，必ず復命書を作成することが義務付け

られており，復命書が存在しないことはあり得ない。したがって，

同日の復命書とそこに添付された資料の開示を求める。「保有して

いない」等の理由により開示できない場合は，その理由について説

明するよう求める。 

（エ）特定労働組合の意見書の件＝異議申立書の３頁 

再審査において，代理人が提出した意見書が存在しないことはあ

り得ない。同意見書の開示を求める。開示しない場合は理由につい

て説明するよう求める。仮に意見書を紛失したとすれば大問題であ

り，意見書が不問にされ，公正な審査が損なわれた可能性がある。 

（オ）事件プリントの「印刷省略」の表記に関する件＝異議申立書の４

頁 

事件プリントには，「印刷省略」と記された証拠が多数存在する

が，その理由については，「本件審査に直接関係ないと思われる資

料，同一のものが重複して提出された資料等については，印刷を省

略した。」と記されている（資料１の目５）。しかし本件では，

「重複して提出された資料」 は見当たらない。 

また，出勤簿（乙１４号証），自己意見書添付資料・特定事業場

ｙだより，キャンペーン他（乙３７号証），在庫帳簿について（乙

４３号証），「ａさんが腰痛休業後に私１人で，行った業務の帳

票」と題する文書（乙５９号証），診療報酬明細書の交付依頼につ

いての回答写（乙７６号証）等のように，本件審査の判断に影響を

及ぼした重要資料が多数印刷省略されている（資料１）。これらは

争点に関わる重要資料であり，かつ印刷省略の理由にも該当せず，

印刷省略は不当である。 

理由がないにも関わらず印刷省略したことは，各審査委員に対し

て不支給結果を追認するよう導く意図があったとの疑念を抱かざる

を得ない。したがって，下記２点について説明を求める。 

① 事件プリントの目次において「印刷省略」とされている証拠に

ついて 

各号証毎に，印刷省略とした理由を明らかにするよう求める。 

② 実際には「印刷省略」されているにも関わらず，目次に「印刷

省略」と記されていない証拠について 
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事業場実地調査復命書（１）（資料９），事業場実地調査復命

書（２）（資料１０），調査結果復命書（資料１１），に添付

された資料のうち，重要資料の幾つかが，実際には印刷省略さ

れているにも関わらず，「印刷省略」と記されていない。した

がって，印刷省略した全ての頁を開示した上で，「印刷省略」

と記さなかった理由について説明を求める。 

（カ）乙７８号証（労基署長の意見書）の「３の（３）証拠の項目」の

６枚目～１１枚目について＝異議申立書の４頁 

同証は事件プリントに編綴されていなかったもので，特定年月ｄ

ｄ月に「労基署長が提出した資料のうち，事件プリントで印刷省略

された全資料」について開示を受けた際（平成２６年特定月日付け

特定番号決定による開示）も開示されなかった。また，今回諮問庁

が提出した理由説明書の別表にも資料名すら記載されていない。 

そのため私は，今日までその存在すら知らなかったものである。 

何ゆえ今日まで開示されなかったのか，理由を説明されたい。労働

保険審査会による意図的隠ぺいを感じざるを得ない。 

イ 復命書に添付ないし記載されている資料について 

（乙１４，１６，１７，１８，１９，２３，２４，２６，２７，３

２，３３，６２，６３，６４，６５，６７，６８，７６号証。資料

９，１０，１１参照） 

復命書の作成について厚生労働省は次のように指示しています。 

『各保険給付請求書について実地調査を行ったときは，実地調査後

遅滞なく調査事項について実地調査復命書を作成すること。関係者

の出頭を求め，関係帳簿等について調査した場合においても実地調

査に準ずるものとして実地調査復命書を作成すること。 

なお，実地調査復命書は，各労働局において定めた適宜の様式とす 

るが，復命書には調査に際して収集した資料等を添付すること。また， 

当該保険給付支給請求書の決済に当たっては，上記の実地調査復命書 

を添付して決済を受けること。』 

（平成１３年３月３０日，基労発第２３７号通達「労災保険給付事

務取扱手引」の６９頁。その後改訂された通達も同様） 

このように，調査官が実地調査を行った際は，必ず復命書を作成し，

収集した資料を添付しなければならないことになっており，労基署

長はそれに基づいて，業務上外の判断・決定を行っています。 

したがって，労働者が決定の根拠を知るためには，その基となる復

命書ならびに添付資料を見ることが不可欠であることは明らかで，

上記各号証が開示されなければ業務外とされた根拠を知りようがあ

りません。不開示とすることは行政の説明責任の放棄，労働者の知
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る権利の侵害です。また，業務外とされた根拠を知らなければ，以

降の審査請求・再審査請求・行政訴訟において業務外決定に対して

十分な反論や立証をすることができなくなります。 

諮問庁は不開示理由として法１４条の２号，３号イ，３号ロ，７号

を挙げていますが，労災認定の是非は，労働者の生命，健康，生活

に係る問題です。 

したがって，復命書に添付ないし記載されている資料に関しては，

法１４条２号のただし書（「ただし，次に掲げる情報を除く。イ 

法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ，又

は知ることが予定されている情報，及び，ロ 人の生命，健康，生

活又は財産を保護するため，開示することが必要であると認められ

る情報」），もしくは同条３号のただし書（「ただし，人の生命，

健康，生活又は財産を保護するため，開示することが必要であると

認められる情報を除く。」）に該当するので，諮問庁の挙げた条号

は適用除外とされなければならないものです。 

仮に，上記ただし書に拠らなくとも，諮問庁は労災申請した労働者

の権利を保護するため，自ら法１６条の裁量的開示（「行政機関の

長は，開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場

合であっても，個人の権利利益を保護するため特に必要があると認

めるときは，開示請求者に対し，当該保有個人情報を開示すること

ができる。」）を用いて，開示すべきです。 

なお，私は個人の住所，電話番号，口座番号等の開示まで求めるも

のではなく，開示すべき資料の中に，なお保護すべき個人情報が存

在するとすれば，法１５条１項・２項に従い，当該部分のみを黒塗

りにすれば足りるはずです。本件のように全面黒塗りとするのは明

らかに過剰であり，労災申請した労働者の権利を大幅に侵害するも

のです。 

この点に関連して，貴審査会の平成２０年８月７日付け答申書（平

成２０年度（行個）答申第９５号）が出されております。 

ウ 法１４条７号の不開示理由について 

諮問庁は法１４条７号を引用し，開示すれば行政機関等の「当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」等々と瑠々

述べているので，以下反論します。 

（ア）「被聴取者が不当な干渉を受けることが懸念される」について 

諮問庁は，私が被聴取者に対して「不当な干渉」を行い，被聴取

者の「権利利益を害するおそれがある」と主張しています。このよ

うに主張する以上，諮問庁は「おそれ」について具体的に明示する

義務があります。 
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抽象的な「おそれ」であれば，それは諮問庁の主観に属するもの

で，諮問庁の感じ方次第で，どの場合にも当てはめることが可能に

なってしまいます。 

文書提出を拒む国・労基署側が理由とする「おそれ」について，

最高裁は次のように判定しています。 

『民訴法２２０条４号ロにいう「その提出により公共の利益を害

し，又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは，単

に文書の性格から公共の利益を害し，又は公務の遂行に著しい支障

を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず，

その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に

認められることが必要である。』 

（平成１７年１０月１４日，災害調査復命書の文書提出命令に関す

る最高裁第三小法廷決定） 

このように，諮問庁が「おそれ」を理由に挙げる以上は，抽象的

な「おそれ」ではなく，この件に則して具体的に示す必要がありま

す。 

労働者が業務外とされた根拠を知る権利，業務と疾病の因果関係

を立証する権利を保障する観点から，また，労災申請をした労働者

の権利と被聴取者の「権利利害」の均衡を図る観点から，私が被聴

取者に対して「不当な干渉」を行う可能性が現実に存在することを

諮問庁が明示して初めて，諮問庁の理由は成り立つものです。 

前述のとおり，既にｅ調査官により私の個人情報は，出向先や第

三者に，くまなく漏えいされております。にもかかわらず，この期

に及んで私に対してだけ，漠然とした「おそれ」という諮問庁の主

観で不開示とされるならば，行政の公平・公正性は失われることに

なります。それはご都合主義にほかなりません。 

（イ）「守秘義務により担保された労災補償行政に対する信頼」「労災

認定の調査への理解と協力を躊躇させる」等について 

労災保険法の立法趣旨は労働者の保護，労働者の福祉の増進であ

り（１条），「労災補償行政に対する信頼」は，申請労働者の権

利・利益がどう守られたかが第１です。 

厚生労働省によれば，調査官は，「労災補償の請求を行っても，

その疾病と業務との因果関係の証明が困難であったり，その証明に

大きな負担を伴う（中略）被災労働者やその家族を救済するという

立場」（平成１０年３月１日発行，労働省労働基準局補償課編「上

肢作業に基づく疾病の労災認定基準の解説」２３，６５頁）で，

「文字通りの立証責任を被災労働者に課すとすれば補償を受ける権

利の実態を損なうおそれがあることから，（中略）雇用関係，作業
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歴，疾病の発症状況等請求理由に係る最小限度の疎明があれば，行

政機関において補足的な調査を行う」（平成３年３月１９日，労働

省労働基準局発「基発第１５７号通達，業務上疾病の認定事務手

引」９頁）こととされています。 

すなわち，調査官は，労基法ならびに労災保険法の立法趣旨であ

る「労働者保護」の立場から，「補足的な調査」を行うものです。

したがって必然的に，収集された資料は，資料の収集が困難な立場

にある労働者の負担を軽減するために活用されることが予定されて

いるものです。 

この目的を遂行するために，労災保険法４６～４８条は調査官に

種々の権限（立ち入り調査権，質問権，文書提出命令権等）を付与

し，実地調査や資料収集が行われていることは言うまでもありませ

ん。したがって，労働基準監督署に対する国民の信頼は，労働者の

権利・利益を守るために何をしたかが第１であり，事業主の信頼は

二義的なもの，もしくは労働者の権利・利益の優先を前提として顧

慮されるべきものに過ぎません。 

このように，事業場実地調査によって調査官が収集した資料や聴

取書は労災保険法４６条の文書提出命令権，４８条の質問権等に基

づくものであって，事業主の「理解と協力」により収集されたもの

ではありません。この点で，諮問庁の主張は失当です。 

なお，「会社追加資料写（乙２３号証＝対象文書番号３１) 」の

①は，「ｅ様」と題する文書であり，事業主のｄ特定役職がｅ調査

官に自ら提出したもので，事業主の「理解と協力」により収集され

たものではありません。したがって，諮問庁の不開示理由はこの点

でも失当です。 

付け加えますと，「特定事業場ｙ ａの聴取書写（乙６２号証＝

対象文書番号７０）」の①②は，事業主やａさんが提出したもので

なく，私がａさんから譲り受け，ａさんの許可のもとで労基署に提

出したものです。また，「特定事業場ｙ ｄからの聴取等」（乙６

３号証＝対象文書番号７１）の⑥は，既に裁判の場で労基署（国）

側が開示して提出済です。 

エ 各号証毎の開示請求理由 

前記３項に記した資料の殆んどが，全枚数全面黒塗りでタイトルす

ら不明です。したがって，私には諮問庁の不開示理由が正しいのか

どうかも判断できません。前記３項に記した理由をもってしても，

なおも諮問庁が開示を拒む場合は，下記の個別の理由により開示を

求めるものです。 

（ア）出勤簿：乙 １４（文書番号２２) 
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ｂ氏が実際に採用・就労していたかが最大争点であり，調査官は

この出勤簿を基にｂ氏の採用を認定した（資料９，事業場実地調査

復命書１の第６の２の（２）に記載あり）。したがって不開示とさ

れれば調査官の判断の根拠を私は知りようがない。 

（イ）事務業務取扱手引書 ：乙１６（文書番号２４) 

全てが全面黒塗りのため，タイトルすら不明である。したがって，

私には諮問庁の不開示理由が正しいのかどうかさえ分からない。 

「事務業務取扱手引書」は，同社が設立された直後の平成１３年

特定月に出向した私が作成し，日々使用していたものである。した

がって労基署長にとっては，労働者の業務内容を把握するための基

礎資料であり，私にとっては，不服審査ならびにその後の行政訴訟

において，業務内容を立証するために欠かせない資料である。不開

示措置は，原処分ならびに労働保険審査会決定の根拠を知ることを

妨げ，業務と疾病の因果関係，の立証の機会を奪うものである。 

（ウ）「会員名簿写」：乙１７（文書番号２５) 

全てが全面黒塗りのため，タイトルすら不明である。同資料は，

調査官が私の業務内容・業務量を把握するために収集したもので，

「会員名簿」ではなく，定例注文分の発送用データと思われる。審

査請求時の資料では，余白に書かれた調査官のメモ書きが開示され

ており，外注の電算会社が作成したことが判明している。 

したがって，私の業務内容・業務量を立証するために不可欠な資

料であり，公平な不服審査を保証するためにも公開されるべきであ

る。仮に，第三者の個人情報保護との均衡の観点から，部分的に黒

塗りを付す必要があるとすれば，労災認定の是非は労働者の生命・

健康・生活に係るものである以上，その重要性に鑑み，個人名・住

所・電話番号等の一部に黒塗りを付せば足りる。 

（エ）就業規則：乙１９（文書番号２７) 

全頁が全面黒塗りのため，タイトルすら不明である。当時私は同

規則に基づいて就労しており，手元に有し，いつでも見ることが可

能であった。しかし本件労災申請当時，既に出向解除になっていた

私は事業所に立ち入ることが不可能であったため，調査官が事業所

に赴いて収集したものである。就業規則は，労働時間や休日・休暇

等の労働条件全般を規定しており，労働者の就労状況を把握・立証

するための基礎となる資料である。そうであるからこそ，復命書に

添付され，署長にも報告された。 

したがって，不開示とすることは，業務と疾病の因果関係の立証

活動の妨害であり，公平な不服審査・行政訴訟を保障するためにも

公開されるべきである。 
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（オ）会社追加資料写：乙 ２３（文書番号３１）の①，②，⑤ 

①については「（イ）」に既述済である。②は写真，出勤簿等で

あると思われるが，全面黒塗りのため判別がつかない。⑤は「参考

資料」と題するものと思われるが全面黒塗りで判別できない。 

いずれも労災を否定する事業主が自己の正当性を主張するため自

ら提出したものである。事業主の主張を採用して業務外と決定した

のであるから，不開示とされれば労働者は事業主の主張が採用され

た根拠を知りようがない。不開示措置は，労働者から反論の機会を

奪うものである。 

   （カ）「ａ氏休暇経緯」と題する文書：乙２４（文書番号３２) 

全面黒塗りのため，タイトルすら不明である。同資料は，聴取の

際に，特定事業場ｙ ｄ特定役職が労災を否定するため，自ら提出

したものである。 

ａ氏の替わりにｂ氏が就労していたか否かが本件審査の最大争点

であった。調査官は同資料等を参考に，私の業務が過重でなく，ま

た，ａ氏の替わりにｂ氏が就労していたと判断し，その旨を署長に

報告した。したがって同資料は，本件労災審査にとって最重要な資

料の一つであり，不開示とすることは労働者の知る権利を阻害し，

業務と疾病の因果関係の立証活動を妨げるものである。公平な不服

審査を保障するためにも開示されるべきである。 

（キ）賃金台帳写：乙２６（文書番号３４），及び，（８）個人情報シ

ート（社員名簿）写：乙２７ （文書番号３５) 

いずれも私本人のものであり不開示とする理由はない。個人情報

シートは，私のもので，私が出向元の特定事業場ｚに提出したもの

である。 

（ク）特定事業場ｘｘ勤務関係資料写：乙３２（文書番号４０) 

当時私は休業中で就業場所に立ち入ることができなかったため，

調査官が訪問して収集したもの。いずれも私が毎日見聞きしていた

もので，黒塗りにする必要がない。仮に名刺を黒塗りにするのであ

れば，特定事業場ｙの役員や特定事業場ｚ特定部署の社員ら（資料

９，１０）と同様に，電話とメールアドレス部分のみを黒塗りにす

れば足り，この名刺のみを全面黒塗りにする特別の事情はない。 

写真についても同様で，特定事業場ｙの社内写真（乙１８）は全

て開示されており，特定事業場ｘｘの写真のみを「不開示」とする

理由はない。 

また，労働者にとって仕事場の写真は，疾病をもたらした作業内

容や作業姿勢（机の高さ，パソコンや加算器の種類・形状，棚の高

さや書類の重量，運搬形態等による有害要因の有無）などから業務
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と疾病の因果関係を立証するために必要なものである。仮に写真内

の個人が特定されることを危惧するのであれば，目の周囲等を黒塗

りにすれば足り，本件の如き全面黒塗りは過剰である。 

（ケ）「ａさんが腰痛休業後に私１人で行った業務の帳票」と題する文

書写：乙５９（文書番号６７) 

「各資料に●●氏の筆跡はない」と調査官がメモ書きした同証は，

復命書に添付も記載もされず隠蔽された（資料９，１０，１１）。

また再審査請求時の事件プリントにも「印刷省略」とされ，編綴さ

れなかった（資料１の（５９）） 。 

同証の●●部分が誰であるのかは，●●氏が実際に就労したか否

かを示す重要証拠であり，異議申立人である私の業務量を立証する

ために欠かせない資料である。不開示決定は，労働者が業務量を立

証する機会を妨げるものである。 

（コ）特定事業場ｙ ａからの聴取書：乙６２（文書番号７０) 

３枚が全面黒塗りにされており，タイトルすら不明である。本件

では「パソコンタッチ数・入力件数等を裏付ける資料は確認できな

かったことから聴取を中心とした調査を行」ない，「元同僚である

ａの申述を採用した結果，業務による明らかな過重負荷は認められ

ないものと判断した。」（乙７８号証「労基署長の意見書」）こと

が明らかになっている。したがって，労基署長の判断の根拠を知る

ためには，本資料を閲覧することが不可欠であり，それを知らなけ

れば，不服審査や行政訴訟において，十分な主張・立証をすること

ができない。 

とりわけ本資料の１５枚目は，「聴取終了後」「特定数字ⅰ」と

いう筆跡から，調査官が聴取後の感想，もしくはコメントを記した

ものであり，ａさんの申述を採用して業務外とした以上，同部分を

見ることなしには業務外とされた根拠を知りようがない。したがっ

て，不開示措置は反論の機会を妨害するものでもある。 

また，ａ氏は私に協力して「診断書」「休業理由書」（乙６２の

①②）を提供し，行政訴訟においても「質問・回答書」を２通提出

しており，私がａ氏に「不当な干渉」を行うことが懸念される事情

は全く存在しない（前記「４の（１）」で述べたように，「不当な

干渉」を行う「おそれ」が存在するとすれば，諮問庁はその根拠を

示すべきである）。 

以上の理由により，聴取書と一体のものである当該部分は開示さ

れるべきである。 

（サ）特定事業場ｙ ｄからの聴取書：乙６３（文書番号７１) 

前記したように，ｅ調査官は，私の「労災申請書」，「労災発生
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状況意見書」のコピーを事業主であるｄ氏に提供した。また私が作

成・提出した「自己意見書」，「作業の訂正について」，「業務分

担表」，「職場環境」を，私の許可なくｄ氏に閲覧させ，反論を聞

き取る形で聴取を行っている（資料５，「ｄ聴取書」）。閲覧させ

た資料等の上部余白にはｄ特定役職とａ調査官の割印がある。 

同様に，調査官はｆ氏，ｂ氏，ａ氏，ｇ氏に対しても私の意見書

や提出した資料等（保護すべき個人情報に該当する。資料番号１２

「平成２２年１２月１２日付け基労発１２２７第１号通達」）を閲

覧させたことが聴取書で明らかになっている（資料４，６，７，

８）。 

私の提出した資料や意見書は勝手に閲覧させておきながら，私に

対しては，会社が提出したものについては，「守秘義務に担保され

た労災補償行政に対する信頼」を理由に不開示とするのは不合理極

まりない。諮問庁の姿勢はダブルスタンダードそのものである。 

（シ）特定事業場ｙｙ元上司ｆからの聴取書：乙６４（文書番号７２) 

聴取書に添付された写真２枚が全面黒塗りで，判別がつかない。

同写真は，私が勤務していた部署を調査官が実地調査した際に撮影

したものであるから，黒塗りにする必要がない。特定事業場ｙの社

内写真（乙１８)は開示されており，本写真のみを不開示とする特

別な理由は存在しない。仮に写真内の個人や企業秘密等が特定され

ることを怖れるのであれば，目の周囲等写真の一部を黒塗りにすれ

ば足りる。 

また，同資料には私が提出した労災自己意見書（「特定事業場ｙ

ｙでの私の意見書」）も添付され，その上部余白にはｆ氏とｅ調査

官の割印がある（資料６）。これは調査官が第三者のｆ氏へ私の自

己意見書を閲覧させた証であり，ｆ氏の聴取書にもその旨が記され

ている。 

私の個人情報を聴取対象者全員に閲覧させておきながら，私に対

しては不開示とする諮問庁の姿勢は，不開示理由として失当である。 

（ス）特定事業場ｚｚ ｂからの聴取書：乙６５（文書番号７３) 

ｅ調査官は，私が作成し提出した「業務分担表」を，私の許可な

くｂ氏に閲覧させ，反論を聞き取る形で，聴取を行った（資料７）。

閲覧させた資料の上部余白にはｂ氏とａ調査官の割印がある。また

特定事業場ｙが提出した資料である「出勤簿」「約３年分の営業成

績を記した一覧表」も閲覧させている（資料７の２枚目の１４行

目）。 

その一方で私に対しては，会社が提出した資料を不開示とし，ｂ

氏の聴取内容も黒塗りを付しているのは不合理である。 
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同じ資料をｂ氏には開示して，労災申請した本人である私に開示

しない諮問庁の姿勢は矛盾極まりない。 

（セ）会員登録受付簿及び追加注文受付簿，解約受付簿写：乙６７（文

書番号７５) 

１５２枚全てが全面黒塗りにされており，タイトルすら不明であ

る。同資料は同僚のａ氏と私が日々作成していたもので，業務内

容・業務量を示す資料として，私の依頼に基づいて調査官が収集し

た。調査官はこの資料を基にｂ氏がａ氏の替わりに就労していたと

判断し，本件疾病を業務外と判断したことが明らかになっている

（資料１１：調査結果復命書の５枚目）。しかし，黒塗りにされて

いるため，業務の実態や，ｂ氏の筆跡の有無が判別できない。黒塗

りは業務量立証の機会を奪うものである。 

仮に会員の個人名等に黒塗りを施さなければならないとしても，

備考欄の「東京」「キャンペーン」「返品」などの記載は黒塗りに

する理由がない。それらの記載は「特定の個人を識別できる」もの

でなく，「当該法人の営業上の秘密事項にかかる情報等」にも該当

しない。備考欄の記載は，私の業務内容の煩雑さ・業務量の実態を

示すもので，不服審査や行政訴訟において欠かせない資料であるた

め開示を求める。 

（ソ）特定事業場ｘのファクシミリ：乙６８（文書番号７６) 

１１１枚全てが全面黒塗りで，タイトルすら不明である。同資料

は，当時特定事業場ｘの担当者が私に送付したファクシミリで，黒

塗り部分にはその日に私が送った帳票名が記されており，業務の実 

態を示すものである。しかし黒塗りにされているため業務の実態を

判別できない。黒塗りは労働者の知る権利，業務と疾病の因果関係

を立証する権利を損なっている。 

（タ）診療報酬明細書（写）の交付依頼についての回答（写）：乙７６

（文書番号８４) 

診療報酬明細書は，ｅ調査官の依頼により，私がｅ調査官に委任

する委任状を提出して特定健康保険組合から取り寄せたものである。 

記載されている内容も私自身の受診歴であり，不開示理由に全く該

当しないことは明らかである。 

以上，個別の理由によっても上記各号証は開示されるべきである。 

（添付資料省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

  １ 諮問庁としての考え方 

本件異議申立てに関し，不開示理由について，法１４条７号柱書きを加

え，同条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに基づき，部分開示とした
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原処分は妥当であり，本件異議申立ては棄却すべきものと考える。 

２ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，異議申立人が行った労働保険再審査請求に

対し，特定労働基準監督署長が労働保険審査会に対して提出した資料で

あり，別表中「対象文書名」欄に掲げるとおりである。 

（２）労働保険審査会 

① 管轄 

     労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）３８条及び雇用

保険法（昭和４９年法律第１１６号）６９条の規定による再審査請

求並びに中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）８４

条１項の規定による審査の事務を行う。 

② 組織 

     厚生労働省の付属機関として厚生労働大臣の所管の下に置かれ，常

勤委員６人及び非常勤委員３人をもって組織する。 

③ 委員 

     委員は，人格が高潔であって労働問題に関し識見を有し，かつ，法

律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから，両議院の

同意を得て厚生労働大臣が任命する。 

④ 合議体 

     再審査請求事件の審査は，委員３名からなる合議体で取り扱う。 

⑤ 参与 

     関係労使団体からの推薦に基づき，厚生労働大臣は，関係労働者及

び関係事業主を代表する者（参与）を指名することとされている。

参与は審理に出席し，意見を述べることができる。   

⑥ 裁決 

     労働保険審査会は，審理を終えたときは，再審査請求等の棄却，原

処分の取消し等の裁決を文書をもって行う。 

（３）不開示情報該当性について 

ア 法１４条２号について 

（ア）別表に記載した情報のうち，対象文書の２２，２５，３０，３１

の①，３１の②，３１の④，３２，４０，４１，６７，７０の①，

７０の②，７１の①，７１の③，７１の⑤，７２，７３の①，７５，

７６及び８４の不開示部分は，異議申立人以外の氏名，印影など，

異議申立人以外の個人に関する情報であって，異議申立人以外の特

定の個人を識別することができる情報である。特に印影については，

その固有の形状が特定の個人を識別することができる情報であって，

これらの情報は，法１４条２号の不開示情報に該当し，かつ同号た
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だし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維持し

て不開示とすることが妥当である。 

（イ）別表に記載した情報のうち，対象文書の７０の③の不開示部分は，

異議申立人以外の特定の個人からの聴取内容等である。これらの聴

取内容等が開示された場合には，被聴取者等が，当該聴取内容等に

不満を抱いた労災請求人等からのいわれのない批判等を受ける等，

不当な干渉を受けることが懸念され，なお請求者以外の個人の権利

利益を害するおそれがある。 

したがって，これらの情報は，法１４条２号の不開示情報に該当

し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

      イ 法１４条３号イについて 

     別表に記載した情報のうち，対象文書の２４，２５，２７，３１の

①，３４，３５，４０，７０の①，７１の①，７１の②，７１の⑥，

７２，７３の②，７５，７６及び８４の不開示部分は，特定事業場

Ｘ（以下「特定事業場」という。）の会員名簿等の情報であり，当

該事業場が一般に公にしていない事業運営上の秘密情報である。こ

れらの情報が開示された場合には，当該事業場の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあることから，これらの情報

は，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

ウ 法１４条３号ロについて 

別表に記載した情報のうち，対象文書の２２，２４，２５，３０，

３１の①ないし３１の⑤，３２，３４，３５，４０，７０の①ない

し７０の③，７１の①ないし７１の⑥，７３の①，７３の②，７５，

７６及び８４の不開示部分は，当該事業場が一般に公にしていない

内部情報である。これらの情報については，行政機関の要請を受け

て，開示しないとの条件で任意に提供されたものであって，通例と

して開示しないこととされているものであることから，法１４条３

号ロに該当し，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

エ 法１４条７号柱書きの不開示情報について 

（ア）別表に記載した情報のうち，対象文書の７０の③の不開示部分は，

労働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うにあたり，

異議申立人以外の特定の個人から聴取した内容である。これらの情

報が開示された場合には，被聴取者が不当な干渉を受けることが懸

念されることは上記ア（イ）で既に述べたところである。 

また，これらの情報を開示することで，被聴取者が心理的に大き

な影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係につい
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て申述することを躊躇し，労災請求人側，事業場側いずれか一方に

不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が発生し，公正で

的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事実関係について

の客観的申述を得ることが困難になるおそれがあることから，これ

らの情報は，開示することにより，労働基準監督署における労災認

定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであ

り，法１４条７号柱書きの不開示情報に該当し，原処分を維持して

不開示とすることが妥当である。 

（イ）別表に記載した情報のうち，対象文書の３１の①，７０の①，７

１の①及び７１の⑥の不開示部分は，労働基準監督署の要請に基づ

き，当該事業場から提供された一般に公にしていない内部情報であ

り，これらの情報が開示された場合には，当該事業場の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることについては，

上記イで既に述べたところである。 

また，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償行政

に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた上で得ら

れたものであることから，当該情報が開示された場合には，このこ

とを知った当該事業場だけでなく，関係者の信頼を失い，労災認定

の調査への協力を躊躇させることとなり，公正で的確な労災認定の

調査を実施していく上で必要な事実関係を把握することが困難とな

り，労働基準監督署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７号柱書きに該当し，

原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

３ 結論 

以上のとおり，原処分は妥当であり，本件異議申立ては棄却すべきと考

える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年７月１６日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同月２８日       審議 

   ④ 同年８月２５日     異議申立人から意見書及び資料を収受 

   ⑤ 平成２９年８月３日   委員の交代に伴う所要の手続の実施，本

件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑥ 平成３０年１月１８日  審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「異議申立人に対する平成２２年特定月日付
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け労働保険審査会による労災再審査請求棄却決定に関する全ての書類。」

に記録された保有個人情報であり，具体的には，別表の１欄に掲げる文書

１ないし文書９０に記録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号並びに

３号イ及びロに該当するとして，不開示とする原処分を行った。 

異議申立人は，不開示とされた部分の開示を求めているところ，諮問庁

は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分のうち，一部を新たに開示

することとするが，不開示理由に法１４条７号柱書きを追加した上で，別

表の４欄に掲げる部分については，同条２号，３号イ及びロ並びに７号柱

書きに該当するため，なお不開示とすべきとしている。 

しかしながら，異議申立人は本件異議申立事件以外にも開示請求を行っ

ており，本件対象保有個人情報と重複する文書について，既に当審査会か

ら答申（平成２９年度（行個）答申第８４号（以下「別件答申」とい

う。））等がなされているところである。 

そこで，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁

は，別件答申及び別件答申に係る原処分における開示部分（以下「別件開

示部分」という。）を踏まえ，別表の６欄に掲げる部分を開示するとのこ

とであった。 

このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。      

２ 不開示情報該当性について 

  文書２４，文書２５，文書３０，文書３２，文書４０，文書７０の③，

文書７２，文書７５，文書７６及び文書８４のうち，別表の４欄に掲げる

部分から別表の６欄に掲げる部分を除いた部分（以下「不開示維持部分」

という。）については，別件答申において不開示とすることが妥当である

と判断された情報と同一の内容であると認められる。 

そこで，当審査会において改めて審議したところ，以下のとおり，不開

示維持部分について，別件答申の判断を変更すべき事情の変化は認められ

ない。 

（１）文書２４の不開示維持部分について 

当該文書は，事務業務操作手引書である。 

ア １６頁は，信販会社が作成した特定事業場の資金手数料明細書であ

り，不開示部分には，特定事業場の口座振替の件数，金額及び振替先

口座が記載されている。 

当該部分は，特定事業場の内部管理情報であって異議申立人が知り

得る情報とは認められず，これを開示すると，特定事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 
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したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同号ロについ

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。  

イ １７頁は，信販会社が作成した特定事業場の会員に係る振替不能明

細書であり，不開示部分には，特定事業場の会員の会員番号，氏名及

び口座振替処理における会員識別データが記載されており，２０頁は，

特定事業場の商品在庫帳であり，不開示部分には，各顧客の法人名及

び氏名が記載されている。 

当該部分は，特定事業場の内部管理情報であって異議申立人が知り

得る情報とは認められず，これを開示すると，特定事業場の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同号ロについ

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）文書２５の不開示維持部分について 

当該文書は，発送先リスト（会員名簿）であり，不開示部分には，会

員ごとの会員番号，氏名，住所及び電話番号が記載されており，当該部

分は，上記（１）イと同様の理由により，法１４条３号イに該当し，同

条２号及び３号ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥

当である。 

（３）文書３０の不開示維持部分について 

当該文書は，異議申立人以外の特定の個人の経歴書であり，法１４条

２号本文前段に規定する異議申立人以外の個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イない

しハのいずれにも該当する事情は認められない。法１５条２項による部

分開示について検討すると，諮問庁が新たに氏名を開示することとして

いることから部分開示できない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号ロについ

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（４）文書３２の不開示維持部分について 

ア ３頁５行目４文字目ないし最終文字，４頁４行目５文字目ないし最

終文字及び５行目２１文字目ないし最終文字は，異議申立人以外の個

人のメールアドレスである。 

当該部分は，法１４条２号本文前段に規定する異議申立人以外の個

人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるもの

に該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認

められず，当該部分は，個人識別部分であることから，法１５条２

項による部分開示の余地はない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号ロに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 
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イ その余の部分は，労働基準監督署の調査官が本件労災請求に対する

処分に当たり，異議申立人以外の個人に係る休暇の経緯等について報

告を求めた内容及びこれに関する特定事業場の提出資料である。 

当該部分は，通常，人に知られたくない私的な情報であり，法１４

条２号本文後段に規定する異議申立人以外の特定の個人を識別する

ことはできないが，これを開示することにより，事業場の関係者等

には当該労働者が特定され，当該労働者の権利利益を害するおそれ

があるものに該当し，かつ，同号ただし書イないしハに該当する事

情は認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号ロにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。  

（５）文書４０の不開示維持部分について 

ア １０頁及び１１頁は，労働基準監督署の調査官が本件労災請求に対

する処分に当たり，異議申立人の勤務していた事業場を撮影した写真

であり，各中央部ないし左側には，異議申立人以外の人影が写ってい

ることが認められる。  

このうち，１０頁の右側一列目，１０頁の右側から二列目の上から

数えて２人目及び３人目，１０頁の右側から四列目の上から数えて

２人目，１０頁の右側から六列目の正面を向いている者並びに１１

頁の手前から二列目の右側から４名の人影は，法１４条２号本文前

段に規定する異議申立人以外の個人に関する情報であって，特定の

個人を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないし

ハのいずれにも該当する事情は認められず，当該部分は個人識別部

分であることから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イ及び

ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ １６頁は特定事業場２の組織図であり，１７頁は同事業場の座席配

置図であり，不開示部分は，異議申立人以外の個人の氏名であって，

上記（４）アと同様の理由により，法１４条２号に該当し，同条３号

イ及びロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であ

る。 

ウ ２２頁の不開示部分は，異議申立人以外の個人の名刺であり，法１

４条２号本文前段に規定する異議申立人以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当する。 

     次に，法１４条２号ただし書該当性について検討する。 

不開示部分は，各役職名，氏名，直通電話番号及びメールアドレス

であり，異議申立人の当時の勤務先であっても当該個人の氏名等を

知り得るとまではいえず，法１４条２号ただし書イに該当せず，同



 

 23 

号ただし書ロ及びハに該当する事情は認められない。また，当該部

分は個人識別部分であることから，法１５条２項による部分開示の

余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イ及び

ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（６）文書７０の③の不開示維持部分について 

ア １行目は，異議申立人以外の個人の氏名である。 

    当該部分は，法１４条２号本文前段に規定する異議申立人以外の個

人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに

該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認めら

れず，当該部分は個人識別部分であることから，法１５条２項による

部分開示の余地もない。 

    したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号ロ及び

７号柱書きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

  イ ５行目ないし１３行目は，労働基準監督署の調査官が本件労災請求

に対する処分に当たり，異議申立人以外の個人から聴取した内容が記

載されている。 

    これを開示すると，被聴取者が，労災給付請求者である異議申立人

からの批判等をおそれ，被聴取者自身が認識している事実関係等につ

いて直接的な申述を行うことをちゅうちょし，労災給付請求者側又は

所属事業場側いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するなど，

正確な事実関係の把握が困難となるおそれがあり，労働基準行政機関

が行う労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる。 

    したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号

及び３号ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある 

（７）文書７２について 

当該部分のうち，１７頁は文書４０の１１頁と同一の写真であり，１

８頁は文書４０の１０頁と同一の写真である。 

   １７頁の手前から二列目の右側から４名，１８頁の右側一列目，１８

頁の右側から二列目の上から数えて２人目及び３人目，１８頁の右側か

ら四列目の上から数えて２人目，１８頁の右側から六列目の正面を向い

ている者の人影は，上記（５）アと同様の理由により，法１４条２号に

該当し，同条３号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。     

（８）文書７５の不開示維持部分について 
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当該文書は，会員登録受付簿，追加注文受付簿及び解約受付簿である。 

当該文書の不開示部分である各会員の会員番号，氏名及び法人名（会

員名欄の右欄に記載されているものを含む。）は，当該事業場の顧客情

報そのものであり，顧客情報は，事業を営む者にとって経営の要ともい

える機密情報であり，その内容から経営状態，信用度合い，経営戦略等，

事業に関わる様々な内容を把握し得るものであると認められる。このた

め，これを開示すると，特定事業場の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同条２号及び３

号ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（９）文書７６の不開示維持部分について 

当該文書は，特定事業場の会員登録に係る入力作業を請け負った取引

先事業場からの入力作業に係る不明分の問合せ表であり，不開示部分は，

①ファクシミリの発信者の印影，②会員番号欄（会員Ｎｏ．欄），氏名

欄（会員名欄），不明点欄及び回答欄，③１７頁の特定会員の会員番号，

氏名及び電話番号である。 

ア ファクシミリの発信者の印影は，法１４条２号本文前段に規定する

異議申立人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別する

ことができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該

当する事情は認められず，当該部分は個人識別部分であることから，

法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イ及び

ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ 会員番号欄（会員Ｎｏ．欄）のうち，会員番号は，上記（８）と同

様の理由により，法１４条３号イに該当し，同条２号及び３号ロにつ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 氏名欄（会員名欄）のうち，法人名及び氏名は，上記（８）と同様

の理由により，法１４条３号イに該当し，同条２号及び３号ロについ

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

エ 不明点欄のうち，会員番号，氏名，法人名，口座番号，口座名義及

び支払金融機関名は，上記（８）と同様の理由により，法１４条３号

イに該当し，同条２号及び３号ロについて判断するまでもなく，不開

示とすることが妥当である。 

オ 回答欄のうち，会員番号，氏名，法人名，電話番号，口座番号及び

支払金融機関名は，上記（８）と同様の理由により，法１４条３号イ

に該当し，同条２号及び３号ロについて判断するまでもなく，不開示

とすることが妥当である。 

カ １７頁の特定会員の会員番号，氏名及び電話番号は，上記（８）と
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同様の理由により，法１４条３号イに該当し，同条２号及び３号ロに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（１０）文書８４の不開示維持部分について 

当該不開示部分は，１頁の「診療報酬明細書（写）の交付依頼に係る

回答書」の異議申立人以外の個人の氏名であり，法１４条２号本文前段

に規定する異議申立人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれ

にも該当する事情は認められず，当該部分は個人識別部分であることか

ら，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条３号イ及びロ

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 ３ 異議申立人のその他の主張について 

 （１）異議申立人は，特定労働組合の意見書の開示を求めているが，当審査

会において，労働保険審査会の裁決書における審査資料の記載を確認し

たところ，異議申立人の主張する資料は含まれていないことから，異議

申立人の主張は採用できない。 

（２）異議申立人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断

を左右するものではない。 

 ４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号並びに３号イ及びロに該当するとして不開示とした決定については，諮

問庁が同条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとしてなお不

開示とすべきとしている部分は，同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当

すると認められるので，同条３号ロについて判断するまでもなく，不開示

とすることが妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子  



 

 26 

別表 

 

１ 

番号 

２ 

号証

番号 

３ 対象

文書名 

４ 不開示を維持

する部分 

５ 不開示情報 

（法１４号該当

号） 

６ 別件答

申・別件開示

部分該当の有

無（（）内は

平成２９年度

（行個）答申

第８４号にお

ける文書番

号）  

２

号 

３

号

イ  

３

号

ロ 

７

号

柱

書

き  

１ 甲１ 審査請求

意見書

（平成２

０年特定

月日付異

議申立人

作成）写 

全部開示 － － － － － 

２ 甲２ 意見書

（平成２

１年特定

月日ＡＡ

付特定診

療所特定

医師１作

成）写 

全部開示 － － － － － 

３ 甲３ 同上に添

付された

参考文献

１「厚生

労働省労

働基準局

編：労災

保険業務

災害及び

通勤災害

認定の理

全部開示 － － － － － 
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論と実際

上巻，労

務行政研

究所，東

京，２０

０１」写 

４ 甲４ 同上に添

付された

参考文献

２「日本

整形外科

学会労働

産業委員

会：上肢

筋骨格系

障害の診

断ガイド

ライン－

作業関連

障害の評

価基準－

南江堂，

東京，１

－１１

３，２０

０４」写 

全部開示 － － － － － 

５ 甲５ 意見書

（平成２

１年特定

月日ＢＢ

付請求代

理人作

成） 

全部開示 － － － － － 

６ 甲６ 帳票名リ

ストほか 

全部開示 － － － － － 

７ 甲７ 意見書

（平成２

全部開示 － － － － － 
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１年特定

月日ＢＢ

付異議申

立人作

成） 

８ 甲８ 再審査請

求代理人

発言の訂

正申入れ

（平成２

２年特定

月日付異

議申立人

及び請求

代理人作

成） 

全部開示 － － － － － 

９ 乙１ 療養補償

給付たる

療養の給

付請求書

写 

全部開示 － － － － － 

１０ 乙２ 療養補償

給付等不

支給決定

並びに通

知につい

て写 

全部開示 － － － － － 

１１ 乙３ 休業補償

給付支給

請求書

（第１

回）（平

成１６年

特定月日

から平成

１７年特

定月日Ｃ

全部開示 － － － － － 
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Ｃ）写 

１２ 乙４ 休業支給

決定決議

書写 

全部開示 － － － － － 

１３ 乙５ 休業補償

給付等不

支給決定

並びに通

知につい

て（平成

１９年特

定月日付

ＤＤ）写 

全部開示 － － － － － 

１４ 乙６ 休業補償

給付支給

請求書

（第２

回）（平

成１７年

特定月日

ＥＥから

平成１７

年特定月

日ＦＦ）

写 

全部開示 － － － － － 

１５ 乙７ 休業支給

決定決議

書写 

全部開示 － － － － － 

１６ 乙８ 休業補償

給付等不

支給決定

並びに通

知につい

て（平成

１９年特

定月日Ｇ

Ｇ付）写 

全部開示 － － － － － 
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１７ 乙９ 調査結果

復命書

（平成１

９年特定

月日ＨＨ

作成）写 

全部開示 － － － － － 

１８ 乙１

０ 

事業場実

地調査復

命書

（１）

（平成１

９年特定

月日ＩＩ

作成）写 

全部開示 － － － － － 

１９ 乙１

１ 

「異議申

立人につ

いて」と

題する文

書（平成

１９年特

定月日Ｊ

Ｊ監督署

受付特定

事業場Ａ

作成）写 

全部開示 － － － － － 

２０ 乙１

２ 

診断書

（平成１

６年特定

月日ＫＫ

付特定医

院１特定

医師２作

成）写 

全部開示 － － － － － 

２１ 乙１

３ 

診断書

（平成１

６年特定

月日ＬＬ

全部開示 － － － － － 
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付特定医

院１特定

医師２作

成）写 

２２ 乙１

４ 

出勤簿写 １頁１行目ないし

３行目，５行目な

いし９行目。２頁

１行目ないし３行

目，５行目ないし

７行目。３頁１行

目ないし３行目，

５行目ないし７行

目，欄外の書き込

み。４頁１行目な

いし３行目，５行

目ないし９行目。

５頁１行目ないし

３行目，５行目な

いし７行目。６頁

１行目ないし３行

目，５行目ないし

７行目。７頁１行

目ないし３行目，

５行目及び６行

目。８頁１行目な

いし３行目，５行

目及び６行目。９

頁１行目ないし３

行目，５行目及び

６行目。１０頁１

行目ないし４行

目，６行目及び７

行目。１１頁１行

目ないし３行目，

５行目ないし７行

目。１２頁１行目

ないし３行目，５

○   ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

２０） 
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行目ないし７行

目。１３頁１行目

ないし３行目，５

行目ないし７行

目。１４頁１行目

ないし３行目，５

行目ないし７行

目。１５頁１行目

ないし３行目，５

行目ないし７行

目。１６頁１行目

ないし３行目，５

行目ないし７行

目。 

２３ 乙１

５ 

会社沿

革・会社

案内写 

全部開示 － － － － － 

２４ 乙１

６ 

事務業務

操作手引

書写 

不開示部分の全て   ○ ○   別件開示部分

に合わせ一部

を開示（文書

２２） 

２５ 乙１

７ 

会員名簿

写 

不開示部分の全て ○ ○ ○   別件開示部分

に合わせ一部

を開示（文書

２３） 

２６ 乙１

８ 

事務室内

写真写 

全部開示 － － － － － 

２７ 乙１

９ 

就業規則

写 

不開示部分の全て   ○     別件答申・別

件開示部分に

合わせ全てを

開示（文書２

５） 

２８ 乙２

０ 

会員登録

申請書①

～④写 

全部開示 － － － － － 

２９ 乙２

１ 

追加注文

書写 

全部開示 － － － － － 
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３０ 乙２

２ 

経歴書写

（異議申

立人以

外） 

不開示部分の全て ○   ○   別件答申に合

わせ一部を開

示（文書２

７） 

３１ 乙２

３ 

 

会社追加

資料写 

① 

１頁の不開示部分

の全て 

○ ○ ○ ○ 別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

２８） 

② 

２頁１行目ないし

３行目，５行目，

１３行目ないし１

５行目，欄外の書

き込み。３頁１行

目ないし４行目，

６行目及び７行

目。４頁１行目な

いし３行目，５行

目及び６行目，欄

外の書き込み。５

頁の不開示部分の

全て 

○  ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

２０及び文書

２８） 

③ 

６頁の不開示部分

の全て 

    ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

２８） 

④ 

７頁 医師の印影 

○  ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

２８） 

⑤ 

８頁の不開示部分

の全て 

    ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

２８） 

３２ 乙２

４ 

「Ａ氏休

暇経緯」

と題する

不開示部分の全て ○  ○  別件開示部分

に合わせ一部

を開示（文書
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文書写 ２９） 

３３ 乙２

５ 

事業場実

地調査復

命書

（２）

（平成１

９年特定

月日ＭＭ

作成）写 

全部開示 － － － － － 

３４ 乙２

６ 

賃金台帳

写 

不開示部分の全て   ○ ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

３１） 

３５ 乙２

７ 

個人情報

シート

（社員名

簿）写 

不開示部分の全て   ○ ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

３２） 

３６ 乙２

８ 

診断書・

意見書１

１枚（平

成１６年

特定月日

ＮＮ～平

成１７年

特定月日

付特定医

院１特定

医師２作

成）写 

全部開示 － － － － － 

３７ 乙２

９ 

診断書

（平成１

７年特定

月日ＯＯ

及び平成

１８年特

定月日Ｐ

Ｐ付特定

全部開示 － － － － － 
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医院３特

定医師３

作成）写 

３８ 乙３

０ 

診断書

（平成１

８年特定

月日ＱＱ

付特定医

師４作

成）写 

全部開示 － － － － － 

３９ 乙３

１ 

診断書

（平成１

８年特定

月日付Ｒ

Ｒ特定診

療所特定

医師１作

成）写 

全部開示 － － － － － 

４０ 乙３

２ 

特定事業

場Ｙ勤務

関係資料

写 

不開示部分全て

（１ないし５頁，

８頁，９頁，１２

ないし１５頁，１

８ないし２１頁を

除く）。 

○ ○ ○   別件答申・別

件開示部分に

合わせ一部を

開示（文書３

５及び文書３

４） 

４１ 乙３

３ 

自己意見

書（通常

日の作

業・年月

日時間を

追って）

写 

不開示部分（８頁

欄外４行目の名

前）の全て 

○       別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

３６） 

４２ 乙３

４ 

自己意見

書（項目

別）写 

全部開示 － － － － － 

４３ 乙３

５ 

自己意見

書（通常

日の作業

全部開示 － － － － － 
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の他に特

定日に加

わる作

業）写 

４４ 乙３

６ 

自己意見

書添付資

料・組織

図写 

全部開示 － － － － － 

４５ 乙３

７ 

自己意見

書添付資

料・特定

事業場だ

より，キ

ャンペー

ン他写 

全部開示 － － － － － 

４６ 乙３

８ 

「作業の

訂正につ

いて」及

び「業務

分担」と

題する文

書写 

全部開示 － － － － － 

４７ 乙３

９ 

「腰痛や

頚肩腕障

害が起き

る職場環

境につい

て」と題

する文書

写 

全部開示 － － － － － 

４８ 乙４

０ 

「毎日の

発送作業

の履歴」

と題する

文書写 

全部開示 － － － － － 

４９ 乙４

１ 

「Ｂ特定

役職につ

全部開示 － － － － － 
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いて」と

題する文

書写 

５０ 乙４

２ 

特定事業

場社内写

真写 

全部開示 － － － － － 

５１ 乙４

３ 

在庫帳簿

について

写 

全部開示 － － － － － 

５２ 乙４

４ 

郵便・Ｆ

ＡＸ注文

の相違先

について

写 

全部開示 － － － － － 

５３ 乙４

５ 

「特定事

業場Ｚ口

座引落デ

ータ処理

につい

て」と題

する文書

写 

全部開示 － － － － － 

５４ 乙４

６ 

商品発送

先リスト

写 

全部開示 － － － － － 

５５ 乙４

７ 

「特定事

業場ＸＸ

（電算会

社）から

のチェッ

ク」と題

する文書

写 

全部開示 － － － － － 

５６ 乙４

８ 

「コミッ

ションの

作業月１

回」と題

全部開示 － － － － － 
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する文書

写 

５７ 乙４

９ 

「特定事

業場ＹＹ

の在庫確

認」と題

する文書

写 

全部開示 － － － － － 

５８ 乙５

０ 

「中止口

と解約口

につい

て」と題

する文書

写 

全部開示 － － － － － 

５９ 乙５

１ 

ノニジュ

ース価格

表写 

全部開示 － － － － － 

６０ 乙５

２ 

自己意見

書（頚肩

腕障害の

症状推移

及び自己

意見）写 

全部開示 － － － － － 

６１ 乙５

３ 

自己意見

書（特定

事業場で

の作業）

写 

全部開示 － － － － － 

６２ 乙５

４ 

自己意見

書（特定

事業場Ｚ

Ｚでの私

の意見

書）写 

全部開示 － － － － － 

６３ 乙５

５ 

自己意見

書（産業

医との面

全部開示 － － － － － 



 

 39 

談記録）

（平成１

９年特定

月日ＳＳ

付）写 

６４ 乙５

６ 

団体交渉

の記録写 

全部開示 － － － － － 

６５ 乙５

７ 

自己意見

書（団体

交渉のテ

ープおこ

し）写 

全部開示 － － － － － 

６６ 乙５

８ 

月間担当

別一覧写 

全部開示 － － － － － 

６７ 乙５

９ 

「Ｃさん

が腰痛休

業後に私

１人で行

った業務

の帳票」

と題する

文書写 

不開示部分（１頁

最終行の名前）の

全て 

○       別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４４） 

６８ 乙６

０ 

異議申立

人からの

聴取書写 

全部開示 － － － － － 

６９ 乙６

１ 

異議申立

人からの

聴取書写 

全部開示 － － － － － 

７０ 乙６

２ 

 

特定事業

場Ｄから

の聴取書

写 

① 

２０頁の不開示部

分の全て 

○ ○ ○ ○ 別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４７） 

② 

２１頁の不開示部

分の全て 

○   ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４７） 

③ ○   ○ ○ 別件開示部分
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２５頁の不開示部

分の全て 

に合わせ一部

を開示（文書

４７） 

７１ 乙６

３ 

 

特定事業

場Ｂから

の聴取書

写 

① 

１３頁（１３４９

頁）の不開示部分

の全て。 

○ ○ ○ ○ 別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４８） 

② 

２４頁ないし２７

頁の不開示部分の

全て 

  ○ ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４８） 

③ 

２８頁１行目ない

し４行目，６行目

及び７行目 

○   ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４８） 

④ 

２９頁の不開示部

分の全て 

    ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４８） 

⑤ 

３９頁の不開示部

分の全て 

○   ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４８） 

⑥ 

４２頁ないし４４

頁の不開示部分の

全て 

  ○ ○ ○ 別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

４８） 

７２ 乙６

４ 

特定事業

場ＺＺ元

上司Ｅか

らの聴取

書写 

１７頁ないし１８

頁の不開示部分の

全て 

○ ○     別件答申に合

わせ一部を開

示（文書４

９） 

７３ 乙６

５ 

 

特定事業

場ＸＸＸ

Ｆからの

聴取書写 

① 

８頁１行目ないし

３行目，５行目及

び６行目。９頁１

行目ないし３行

○   ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

５０） 
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目，５行目ないし

７行目 

② 

１０頁ないし１３

頁の不開示部分の

全て 

  ○ ○   別件開示部分

に合わせ全て

を開示（文書

５０） 

７４ 乙６

６ 

特定事業

場ＹＹＹ

Ｇからの

聴取書写 

全部開示 － － － － － 

７５ 乙６

７ 

会員登録

受付簿及

び追加注

文受付

簿，解約

受付簿写 

不開示部分の全て ○ ○ ○   別件答申・別

件開示部分に

合わせ一部を

開示（文書５

２ないし文書

５６） 

７６ 乙６

８ 

特定事業

場ＸＸの

ファクシ

ミリ写 

不開示部分の全て ○ ○ ○   別件答申・別

件開示部分に

合わせ一部を

開示（文書５

７ないし文書

７３） 

７７ 乙６

９ 

意見書

（平成１

９年特定

月日ＴＴ

付特定医

院２特定

医師２作

成）写 

全部開示 － － － － － 

７８ 乙７

０ 

特定委

員・診療

録写 

全部開示 － － － － － 

７９ 乙７

１ 

特定医師

３意見書

写 

全部開示 － － － － － 

８０ 乙７ 特定医師 全部開示 － － － － － 
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２ ５意見書

写 

８１ 乙７

３ 

特定医師

１意見書

写 

全部開示 － － － － － 

８２ 乙７

４ 

意見書の

提出につ

いて及び

別紙・文

献（文

献）写 

全部開示 － － － － － 

８３ 乙７

５ 

平成１９

年特定月

日ＵＵ付

意見書別

紙の訂正

文書（平

成１９年

特定月日

付ＶＶ特

定診療所

特定医師

１作成）

写 

全部開示 － － － － － 

８４ 乙７

６ 

診療報酬

明細書

（写）の

交付依頼

について

の回答写 

不開示部分の全て ○ ○ ○   別件答申・別

件開示部分に

合わせ一部を

開示（文書７

５） 

８５ 乙７

７ 

意見書

（平成１

９年特定

月日ＷＷ

付東京労

働局地方

労災医員

全部開示 － － － － － 
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特定医師

作成）写 

８６ 丙１ 新たな裏

付け証

拠・関係

資料等の

提出並び

に口頭に

よる意見

陳述もし

くは意見

書提出の

有無につ

いて（照

会）写 

全部開示 － － － － － 

８７ 丙２ 新たな裏

付け証

拠・関係

資料等の

提出並び

に口頭に

よる意見

陳述もし

くは意見

書提出の

有無につ

いて（回

答）写 

全部開示 － － － － － 

８８ 丙３ 異議申立

人聴取書

（平成２

０年特定

月日ＡＡ

Ａ作成）

写 

全部開示 － － － － － 

８９ 丙４ 労働保険

審査請求

全部開示 － － － － － 
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書写 

９０ 丙５ 決定書写 全部開示 － － － － － 

 

 


